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衆
議
院
議
員
緒
方
林
太
郎
君
提
出
強
制
規
格
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
第
八
章
（
貿
易
の
技
術
的
障
害
）
に
お
い
て
は
、
我
が
国
が
締
結
し
て
い
る
世
界
貿

易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
（
平
成
六
年
条
約
第
十
五
号
）
附
属
書
一
Ａ
の
貿
易
の
技
術
的
障
害
に
関
す
る
協
定

（
以
下
「
Ｔ
Ｂ
Ｔ
協
定
」
と
い
う
。
）
の
考
え
方
が
維
持
さ
れ
て
い
る
が
、
強
制
規
格
及
び
任
意
規
格
の
作
成
に
関
し
、
以

下
の
よ
う
な
Ｔ
Ｂ
Ｔ
協
定
に
な
い
規
定
も
あ
る
。

他
の
締
約
国
の
者
に
自
国
の
者
に
与
え
る
条
件
よ
り
不
利
で
な
い
条
件
で
強
制
規
格
及
び
任
意
規
格
等
の
作
成
に
参
加
す

る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
（
第
八
・
七
条
�
）
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
意
見
を
提
出
す
る
た
め
の
合
理
的
な
機
会
を
与
え
、

当
該
意
見
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
義
務
を
履
行
し
た
こ
と
に
な
る
旨
が
脚
注
で
明
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
強
制
規
格
等
の
案
で
あ
っ
て
国
際
規
格
等
に
適
合
し
、
及
び
貿
易
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

に
つ
い
て
世
界
貿
易
機
関
（
以
下
「
Ｗ
Ｔ
Ｏ
」
と
い
う
。
）
に
通
報
す
る
こ
と
（
同
条
�
）
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
へ
の
通
報
と
同
時
に

締
約
国
に
対
し
当
該
通
報
及
び
強
制
規
格
等
の
案
を
電
子
的
に
送
付
す
る
こ
と
（
同
条
��
）
等
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
強
制
規
格
等
の
案
に
対
し
、
他
の
締
約
国
又
は
他
の
締
約
国
の
利
害
関
係
者
が
意
見
を
提
出
す
る
た
め
に
通
常

一



六
十
日
の
期
間
を
置
く
こ
と
（
同
条
��
）
や
、
Ｔ
Ｂ
Ｔ
協
定
に
規
定
す
る
強
制
規
格
等
の
公
表
と
実
施
の
間
に
設
け
る
「
適

当
な
期
間
」
を
通
常
六
箇
月
以
上
と
す
る
こ
と
（
第
八
・
八
条
�
）
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
期
間
に
関
す
る
規

定
は
、
Ｔ
Ｂ
Ｔ
協
定
に
基
づ
く
貿
易
の
技
術
的
障
害
に
関
す
る
委
員
会
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
に
採
択
さ
れ
た
決
定
及
び
勧
告

に
基
づ
く
規
定
で
あ
る
。

二


